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 解 説  

 

１．海外からのローンにかかる法規制概要 

ベトナムは、中央銀行（ベトナム国家銀行）の介入によって為替レートを一定水

準に維持する管理フロート制を導入し、為替管理を行っています。 

在ベトナム企業は、実需に応じて海外からの外貨建ローンを受けることができま

すが、中央銀行の管理監督にかかる法規制に留意する必要があります。当該法規制

は、下表のとおり定められており、ローンの借入期間によって必要な手続きや資金

使途が異なります。 

 

借入種類 中銀登録 四半期報告 借入枠 資金使途 

短期借入（１年以内） 不要 不要 無し 運転資金 

中・長期借入（１年超） 必要 必要 有り 設備資金等 

 ※長期借入にかかる各種規制の管轄： 

   1,000万米ドルを超える場合…中央銀行本店の外国為替管理部門 

   1,000万米ドル以下の場合…借入企業の本社がある中央直轄市または省の中央銀行支店 

 

２．中・長期借入における主な手続き 

 (1) 中銀登録 

・ 中・長期借入契約の締結後、締結日から 30 日以内かつ借入金の引出前まで

に、中央銀行に登録（中銀登録）をする必要があります。 

・ 中銀登録は、オンラインまたは書面によって行うことができます。ローンの

内容や管轄窓口によって追加書類が必要な場合もあるため、事前に当局へ確認

することをお勧めします。 

・ 中央銀行からの登録可否の回答は、オンライン登録の場合は原則 12営業 

Ｑ． 

ベトナム現地子会社の工場を増設するため、日本の金融機関からの米ドル建て

直接融資（クロスボーダーローン）の活用を検討しています。ベトナム現地法人

が当該ローンを受けるにあたって、現地の法規制や留意点を教えてください。（製

造業） 

Ａ． 

ベトナムの外貨管理制度上、在ベトナム企業は、実需に応じて海外からの外貨

建ローンを受けることができます。ただし、１年超の中・長期期借入に関しては、

中央銀行の管理監督にかかる各種法規制に留意する必要があります。 

具体的な検討に際しては、お取引信用金庫を通じてご相談ください。 

こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談ください。 

続きを読む  

https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m008-m008_03/14_Vietnam_Financing.pdf

